
令和元年１１月１１日

国土交通省 東北地方整備局

赤川水系河川整備計画
〔国管理区間〕の進捗状況について

情報提供－２第１０回 赤川水系河川整備学識者懇談会

～各種施策・事業の進捗状況～
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◆河川整備計画の基本的な考え方
計画の主旨 [整備計画策定：平成24年8月]

本計画は、河川法の3つの目的が総合的に達成できるよう、
河川法第16条に基づき平成20年9月に策定された「赤川水系
河川整備基本方針」に沿って、河川法第16条の二に基づき、
当面実施する河川工事の目的、種類、場所等の具体的事項
を示す法定計画を平成24年8月に定めたものです。

1）洪水、高潮等による災害発生の防止
2）河川の適正な利用と流水の正常な機能の維持
3）河川環境の整備と保全

計画の対象期間

本計画の対象期間は、概ね30年間とします。
なお、社会情勢や経済情勢の変化、新たな知見や洪水など

の被害の発生状況などにより、必要に応じて見直しを行うもの
です。

計画の対象区間

本計画の対象区間は、国土交通省の管理区間（大臣管理
区間）である47.9㎞（大山川、内川、梵字川、田麦川を含む）
を対象とします。
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 流域面積：856.7km2 （全国第74位）
 幹川流路延長：70.4km（全国第74位）
 流域内人口約11万人
 流域内市町：2市1町

（鶴岡市、酒田市、三川町）
【堤防整備率】

(H31.3時点)

出典：H22河川現況調査



■観測史上最大の洪水への対応
赤川においては、観測史上最大の洪水である昭和15年7月洪水（基準地点

熊出における河道の流量2,200m3/s）と同規模の洪水を安全に流下させるこ
とが可能となります。

●本計画で設定した治水、利水、環境それぞれの目標に向け、整備を実施します。

治 水 利 水

■流水の正常な機能の維持
河川水の利用に関しては、流域全体の水利用や本川・支川

の流量・水質等を適切に把握するとともに、限りある水資源の
有効活用を図るため、関係機関との連携による水利用の合理
化及び水質汚濁対策を進め、より適正な水利用が図られるよう
に努めます。

【正常流量配分図】【整備計画流量配分図】

環 境
■河川環境の整備と保全

流域の自然的・社会的状況の変化や地域住民・沿川住民の要望などを踏
まえ、環境管理計画の項目・内容の追加、変更、見直し等のフォローアップを
行い、河川空間の整備・管理を適切に実施します。

また、河川水辺の国勢調査など各種環境情報データの蓄積に努め、具体
的な環境管理目標設定のための環境指標の検討を行い、環境管理計画を
河川空間管理のみならず河川環境全般にわたる内容となるよう充実を図りま
す。

維持管理
■河川の維持管理

河道、河川空間、堤防、ダム及びその他の河川管理施設がそ
の本来の機能を発揮できるよう良好な状態を維持させるために
は適切な維持管理が必要です。
このため、河川管理施設の状況を的確に把握するとともに、状
態を評価し、更には状態に応じた改善を行い、「治水」「利水」「環
境」の目的を達成するために必要な機能を持続させていくことに
努めます。
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◆河川整備計画の目標



◆河川整備計画策定後の社会情勢の変化
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●赤川流域では、有史以来幾度となく大規模な洪水被害に見舞われており、昭和15年7月に未曾有の洪水により甚大な被害が
発生しています。また、近年においては平成25年7月洪水により、被害が発生しています。

洪水発生状況

「洪水により流出した菅原橋」

（鶴岡市日出付近）

「腰まで濁水につかって避難する住民」

（三川町青山付近）

「屋根に上り救助を待つ住民」
（鶴岡市宝町付近）

「刻々と上がる水位を見守る住民]

（鶴岡市大宝寺付近）

「増水により越水寸前の内川」

（鶴岡市鳥居町付近）

昭和15年7月洪水

熊出地点の総雨量は181mm

に達し、鶴岡市市街地付近

では橋が流出し、堤防決壊

や溢水により甚大な被害が

発生

昭和44年8月洪水

熊出地点の総雨量は276mm

に達し、熊出地点では戦後最

大流量を記録。床上床下浸水

により、甚大な被害が発生

昭和46年7月洪水

熊出地点の総雨量は105mm

であるが、激しい豪雨により

急激に増水。床上床下浸水

により、甚大な被害が発生

昭和62年8月洪水

熊出地点の総雨量は250mm

に達し、下流部の横山観測

所で計画高水位を45cm上回

る洪水が発生。人的被害の

他、床上床下浸水により、甚

大な被害が発生

とりいまち

つるおかしたからまち

だいほうじ

赤川

「計画高水位を越えた中流部」

（三川町上町付近）

うちかわ

みかわまちあおやま

よこやま

平成25年7月洪水
熊出地点の総雨量は131mmに

達し、下流部の羽黒橋観測所、

浜中観測所で避難判断水位を

超過し、床上床下浸水により、

甚大な被害が発生

はぐろばし

はまなか

ひので

「耕地被害のあった中流部」

（鶴岡市文下付近）

◆河川整備計画策定後の社会情勢等の変化

流量（熊出地点） 1,220m3/s

家屋一部破損 1戸

床上浸水 8戸

床下浸水 32戸

出水被害状況

流量（熊出地点） 2,290m3/s

床上浸水 48戸

床下浸水 278戸

出水被害状況
流量（熊出地点） 2,070m3/s

床上浸水 295戸

床下浸水 1,327戸

出水被害状況

流量（熊出地点） 3,290m3/s

床上浸水 847戸

床下浸水 419戸

出水被害状況

昭和15年7月洪水浸水区域図

年最大流量（基準地点 熊出）

S15.7洪水
4,800m3/s
3,290m3/s

S44.8洪水
2,940m3/s
2,290m3/s S46.7洪水

2,220m3/s
2,070m3/s

S62.8洪水
2,050m3/s
1,700m3/s H25.7洪水

1,750m3/s
1,220m3/s

基本高水流量 5,300m3/s

整備計画目標流量 2,200m3/s

S31荒沢ダム完成 H13月山ダム完成
※H26洪水は速報値

うえまち

ほうだし

横山

浜中

羽黒橋

熊出
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出水被害状況

流量（熊出地点） 1,700m3/s

負傷者 3名

家屋全・半壊 3戸

床上浸水 55戸

床下浸水 196戸



◆河川整備計画における進捗状況
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質的整備

文下・道形地区
（12.5k～14.7k）

日本海
0k

袖浦橋

黒森赤川橋

新川橋

大山川橋

おばこ大橋

両田川橋
田田大橋

5k

10k

15k

蛾眉橋

JR橋 三川橋

20k

羽黒橋

鶴羽橋 黒川橋

王祇橋 25k

30k

櫛引橋

東橋

熊出赤川橋

新名川橋
黒森床止工

改築

第4床止工
改築

質的整備

成田・猪子地区
（3.2k～6.2k）

質的整備

道形地区
（16.0k～17.6k）

質的整備

泉山地区
（21.3k～21.8k）

施工中

質的整備

熊出地区
（29.4k～30.2k）

河道掘削

三川地区
（6.8k～7.8k）

質的整備

対馬地区
（8.1k～9.1k）

河道掘削

鶴岡・三川地区
（10.2k～15.0k）

内右岸14.2k～14.6k施工予定
内左岸12.8k施工予定

質的整備

地蔵俣・松尾地区
（18.0k～18.9k）

質的整備

松尾・馬渡地区
（19.4k～22.0k）

内20.0k～22.0k施工中

堤防の質的整備（遮水矢板工法、ドレーン工法）
床止改築には関連する付帯施設を含む

そでうらばし

おおやまがわばし

くろもりあかがわばし

しんかわばし

りょうたがわばし
でんでんおおはし

がびきょう

みかわばし
はぐろばし

つるはばし

おおぎばし

くろかわばし

くしびきばし

あずまばし

くまいであかがわばし

しんながわばし

内川

大山川

つしま

なりた いのこ

ほうだし どうがた

じぞうまた まつお
まわたり

いずみやま

赤文字：当面整備（Ｒ6年度まで））
緑文字：当面整備以降

：整備済

：河道掘削（当面整備）

：河道掘削（当面整備以降）

：床止工改築（当面整備以降）

：質的整備（当面整備）

：質的整備（当面整備以降）

※当面整備（H36年度まで）

くまいで

まつお

つるおか みかわ

河道掘削及び堤防の質的整備箇所(13k付近) 堤防の質的整備箇所(17k付近)
くろもり

【河川整備計画事業箇所位置図】

 河川整備計画における治水対策（全体概要）
整備全体の考え方

床止工の改築 黒森床止工（3.2k付近）

黒森床止工

第4床止工

黒森床止工

赤
川
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●本計画で設定した治水の目標を達成するために、現在は河道掘削を実施しています。
●今後は、堤防の質的整備、床止め改築を実施していきます。
●河道掘削後については、土砂の再堆積や植生の繁茂状況のモニタリングを通して、適切な河川管理を実施していきます。



河道掘削の状況

●人口、資産の集中する鶴岡・三川地区(10.2k～15.0k)について、浸水被害を防止するための河道掘削を実施しています。
●令和元年度は、文下・助川地区において河道掘削を実施しています。

赤川河道掘削区間(鶴岡・三川地区)

10.0k

赤川

 河川整備計画における治水対策（河道掘削）

【流下能力対策（河道掘削）イメージ】

押切水位観測所

横山水位観測所

浜中水位
・流量観測所

羽黒橋水位・流量観測所

河道掘削について

河道掘削にあたっては生物の生息域に配慮し、掘削土は山形県農村

整備事業（ほ場整備の基盤土活用）等と連携するなど有効利用に努め

ます。
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凡 例
：平成26年度までの掘削箇所
：平成27年度の掘削箇所
：平成28年度の掘削箇所
：平成29年度の掘削箇所
：平成30年度の掘削箇所
：令和元年度の掘削箇所
：令和２年以降の掘削箇所

鶴岡・三川地区

鶴岡・三川地区
三川町

鶴岡市

着手前

施工中

助川地区
5.0k

11.0k

12.0k

13.0k

14.0k

15.0k 16.0k

R1施工予定

R1施工予定

左岸 ▽計画高水位

平水位程度

右岸

掘削断面



堤防の質的整備の状況

●現在の堤防の多くは、古くからその地域の社会的・経済的背景に応じた材料や施工法によって、築造や拡築・補強を重ねた長大
かつ歴史的な構造物であり、基礎地盤も含めてその内部構造は複雑で不明な点も多く、構造物としての信頼性が必ずしも高くな
い場合があります。このため、堤防の浸透に対する安全性の点検を行い、安全性が確保されない堤防については、堤防の質的
整備を検討し、すべり破壊や浸透破壊に対する危険度が高く、かつ背後地に資産が集中する箇所を優先に整備していきます。

 河川整備計画における治水対策（堤防質的整備）

水防活動（漏水対策（月の輪））状況（赤川）水防活動（漏水確認）状況（赤川）

日本海

0k

袖浦橋

黒森赤川橋

新川橋

大山川橋

おばこ大橋

両田川橋
田田大橋

5k

10k

15k

蛾眉橋

JR橋 三川橋

20k

羽黒橋
鶴羽橋 黒川橋

王祇橋 25k

30k

櫛引橋

東橋

熊出赤川橋

新名川橋

質的整備

成田・猪子地区
（3.2k～6.2k）

質的整備

文下・道形地区
（12.5k～14.7k）

質的整備

道形地区
（16.0k～17.6k）

質的整備

泉山地区
（21.3k～21.8k）

質的整備

熊出地区
（29.4k～30.2k）

質的整備

対馬地区
（8.1k～9.1k）

質的整備

地蔵俣・松尾地区
（18.0k～18.9k）

質的整備

松尾・馬渡地区
（19.4k～22.0k）

赤川

内川

大山川

※2)

発
見

【堤防の質的整備断面イメージ】

【堤防の質的整備位置図】

文下

：整備済
：質的整備
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H27～28年施工
12.5k～13.7k

H28年施工
16.0k～17.6k

R1年施工中
21.3k～21.8k

R1年施工中
20.0k～22.0k



0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

松尾・馬渡地区

地蔵俣・松尾地区

対馬地区

熊出地区

泉山地区

道形地区

文下・道形地区

成田・猪子地区

全体

延長（m）

実績

計画

0.0% ［0/2950（m）］

22.4% ［2800/12500（m）］

54.5% ［1200/2200（m）］

100.0% ［1600/1600（m）］

40.0% ［200/500（m）］※R01施工中

0.0% ［0/750（m）］

0.0% ［0/1000（m）］

76.9% ［2000/2600（m）］※R01施工中

0.0% ［0/900（m）］

●赤川水系河川整備計画を平成24年8月に策定してから、令和元年度末までの整備状況は以下のとおりです。
●河川改修の進捗としては、令和元年度末迄で約61%となっています。（河道掘削土量全体の進捗率 約71%）
●河道掘削は、相対的に流下能力が低く人口・資産の密集している鶴岡市街地に効果のある区間を優先して実施しています。
●今後は、河道掘削と並行して堤防質的整備、床止め改築事業を進めていく予定です。

床止め改築

堤防質的整備

※本数値については、令和元年末迄の数値で示す。
※進捗状況は河川整備計画策定からの数値で示す。

 河川整備計画における治水対策の進捗状況

第4床止め・黒森床止め改築を実施します
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河川改修の進捗（事業費ベース）

河道掘削

【全体事業費】

59.6% 40.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業の進捗率

赤川水系

実績 計画

※R01施工中

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

鶴岡・三川地区

三川地区

土量（千m3）

掘削済土量

計画土量

70.9% ［563/793（千m3）］

100.0% ［（27/27（千m3）］

※R01施工予定
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計画高水流量 3,300m3/s 計画高水流量 3,200m3/s

整備計画目標流量 2,200m3/s

基本高水流量 5,300m3/s

浜中 黒森 押切 対馬 横山 助川 大半田 地蔵俣 松尾 馬渡 黒川 東岩本 谷口

右
岸

流
下

能
力

(m
3
/s

e
c)

計画高水流量 3,200m3/s

整備計画目標流量 2,200m3/s

距離標（km）

■熊出

左
岸

流
下

能
力

(m
3
/s

e
c)

計画高水流量 3,300m3/s

浜中 成田 猪子 青山 湯野沢 文下 道形 大宝寺 我老林 泉山 黒川松根 熊出 落合

山付区間

山付区間

山付区間山付区間

山付区間
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内
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▼
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大
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▼支川大山川

王
祗
橋

黒
川
橋

櫛
引
橋

東
橋

熊
出
赤
川
橋

鶴
羽
橋

■浜中 ■羽黒橋■横山■押切 ■黒川橋

基本高水流量 5,300m3/s
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 事業実施における効果

【現況流下能力図（令和元年度末）】

●令和元年時点の現況流下能力は以下のとおりになります。

床止工改築 堤防強化 堤防強化 堤防強化

河道掘削床止工改築 堤防強化

河道掘削

堤防強化

堤防強化 堤防強化

：計画高水流量

：流下能力（H24河道：着手時）

：整備計画目標流量

：流下能力（R01河道）

：基本高水流量

：当面の整備（概ね５年）

：整備計画（概ね30年）

河道掘削



◆河川行政を取り巻く近年の主な取り組み
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 水防災意識社会再構築ビジョン

■令和2年までの今後5年間で達成すべき目標

最上川下流及び赤川は、拡散的に氾濫する低平地の庄内
平野に位置し、甚大な浸水被害を及ぼす恐れがあることか
ら、平成27年9月関東・東北豪雨等の教訓を踏まえ、最上川
下流及び赤川で発生しうる大規模水害に対して命を守る・庄
内平野を守るため『避ける、防ぐ、取り返す』ことにより、氾濫
被害の最小化を目指す。

■令和2年度までに取り組む事項

■ハード対策
・洪水氾濫を未然に防ぐ対策として、河道掘削や漏水対策

（浸透含む）
・危機管理型ハード対策として堤防法尻補強の実施、避難

行動等に資する水位計等の整備
・水防活動を迅速に行うための資機材の点検整備
・各自治体庁舎の非常用発電機の整備及び耐水性の確保

■ソフト対策
・円滑かつ迅速な避難行動等に資するためのリアルタイム

の情報提供やタイムラインの高度化及び訓練の実施
・防災教育等の実施
・水防団及び地域住民等との合同巡視及び共同点検
・排水ポンプ車等の配置計画の検討および設置訓練の実施

▲第６回協議会開催状況
（R1.5.31 酒田河川国道事務所大会議室）
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●最上川下流・赤川大規模氾濫時の減災対策協議会を設立し、ハード・ソフト対策を一体的かつ計画的に推進するための協
議・情報共有を行います。

●「最上川下流・赤川大規模氾濫時の減災対策協議会」は平成28年5月30日に協議会を設置し、8月25日に取組方針を作成し
ました。

●「中小河川等における水防災意識社会の再構築のありかたについて」の答申を受け、県管理河川を取組の対象に加え、平
成29年11月27日に取組方針の変更を行いました。

減災のための目標 最上川下流・赤川大規模氾濫時の減災対策協議会 スケジュール

＜構成機関＞
◇地方公共団体

鶴岡市、酒田市
三川町、庄内町
遊佐町（オブザーバー）

◇山形県
◇山形地方気象台
◇東北地方整備局

第１回 平成２８年５月３０日
〇現状の把握

・各機関の取り組み状況
・洪水対応における課題

〇減災のための目標設定
〇「取組方針」の検討の進め方を決定

を共有
第１回 平成２８年６月３０日
〇各機関の今後の取組（案）を報告
〇「取組方針（案）」の検討

第２回 平成２８年８月２５日
〇「取組方針」の策定

第２回 平成２８年８月１日
〇「取組方針（案）」の作成

第３回 平成２９年５月３０日
〇「取組方針」に基づく対策実施状況の確認
〇県管理河川の追加

第３～５回 平成２９年２月～８月
〇対策実施状況の取りまとめ
〇県管理河川の追加 など

第４回 平成２９年１１月２７日
〇「取組方針」の変更（県管理河川の追加）
〇要配慮者利用施設の避難確保計画の作成推
進の確認

第５回 平成３０年６月１４日
〇規約の改正（法定協議会への移行）
〇取組実施状況の確認
〇危機管理型水位計設置予定
〇防災教育の促進

第６回 平成２９年１０月１８日
〇「取組方針」の変更（県管理河川を追加）

など

第７回 平成３０年３月５日
〇規約の改正（法定協議会への移行）
〇取組実施状況のとりまとめ など

臨時 平成３０年８月２４日
[洪水ハザードマップの周知について]
〇西日本豪雨による水害について
〇洪水ハザードマップの周知の課題
〇各市町におけるハザードマップ周知の取組

幹 事 会協 議 会

「最上川下流、赤川の目標・取組方針」公表

平
成
２８
年
度

平
成
３０
年
度

平
成
２９
年
度

最上川水防災セミナー 令和元年５月１３日
【山形県内大規模氾濫時減災対策実行委員会】

第８回 平成３１年３月６日
〇取組実施状況のとりまとめ

〇要配慮者利用施設避難確保計画講習会プロ
ジェクトについて

〇防災教育の促進 など

平
成
３１
年
度
以
降

第６回 令和元年５月３１日
〇取組実施状況のとりまとめ
〇要配慮者利用施設避難確保計画講習会プロ

ジェクトについて
〇防災教育の促進 など



 危機管理型ハード対策
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月山ダム

酒田市

鶴岡市
荒沢ダム
（補助）

L=0.80km（H30完成）

赤川

0 10 20 30km

堤防構造を工夫する
対策を優先的に行う区間

：のり尻保護工箇所

【危機管理型ハード対策整備箇所
（法尻保護工）】

越流による堤防決壊のメカニズム

堤防裏法尻の補強

• ●「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づき、最上川下流・赤川大規模氾濫時の減災対策協議会の取組として、「危機管理型ハード
対策」を実施しました。

• ●実施箇所は、氾濫リスクが高い箇所において、3.8kmを選定し、平成30年度に施工し完成しています。

【危機管理型ハード対策】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業の進捗率

赤川水系

実績 計画【危機管理型ハード対策】

100％（法尻保護工3.8ｋｍ）

▲ 危機管理型ハード対策施工例（赤川助川地区）

着手前 施工中（覆土前）

L=2.20km（H30完成）

L=0.80km(H30完成)

(平成30年度末)

裏法尻をブロック等で補強し、越水した場合には深掘れの進
行を遅らせることにより、決壊までの時間を少しでも延ばす

山付区間

熊出
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 水防災意識社会再構築ビジョン

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく赤川流域の減災に係る取組

ー今次出水を踏まえ、さらに着実に進めていくー

○最上川下流、赤川大規模氾濫時の減災対策協議会では、近年の異

常降雨を踏まえ、「赤川流域の減再に係る取組方針」に基づき、大規

模災害を想定した水害対応訓練を実施しました。

○訓練は、想定しうる最大規模の降雨に伴う危機管理担当者の行動に

重点をおいた訓練 をおこないました。

○国土交通省職員による座学講義および課題解決型のＤＩＧ訓練（図上

訓練）および情報伝達訓練として所長と首長によるホットライン訓練、

訓練の振り返りを おこないました。

【赤川流域洪水対応演習】
○平成29年の⽔防法及び⼟砂災害防⽌法の改正により、浸⽔想定
区域（洪⽔・津波）や⼟砂災害警戒区域内の地域防災計画で定
められた要配慮者利⽤施設は、避難確保計画の作成及び計画に
基づく訓練の実施が義務化されました 。

○それを受けて、要配慮者利⽤施設（社会福祉施設）の避難確保
計画の作成の⽀援を⽬的として、 避難確保計画作成のポイント
等に関する講習会を開催しました。

【要配慮者利用施設の避難確保計画作成に係る 講習会】

講習会の開催状況（令和元年１０月１６日鶴岡市にて開催）最上川下流・赤川大規模氾濫等の減災対策協議会において

令和元年９月１７日赤川流域市町職員を対象に洪水対応演習を

実施。



 危機管理体制の整備・強化

【洪水対応演習】

 出水期に備え、赤川流域内の関係機関と合同して情報伝達訓練を実施
 県内河川関係事務所及びダム管理事務所、山形地方気象台、水防管

理団体、山形県河川課、各総合支庁河川砂防課・県管理ダムが参加

洪水対応演習の様子（写真は情報伝達訓練の実施状況）

【水防演習】

 水防演習は、水防技術の向上と水防意識の高揚を図ることと地域住民
の方々に水防の重要性を理解してもらうことを目的に実施

【危機管理演習】

訓練の様子（鶴岡市水防訓練）

令和元年6月 令和元年6月

酒田河川国道事務所
令和元年5月

酒田河川国道事務所
令和元年5月
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 鶴岡市役所において、鶴岡市、酒田市、三川町の３市町の防災担当者が、
課題解決型の図上訓練を行い、沿川住民の避難や安全確保に向けた避難
勧告・指示など取るべき行動についての手順を確認した（参加者：約40人）

令和元年9月 令和元年9月

H30年6月

 地区長をはじめ、防災担当者
や水防団長と合同で、洪水時
に危険になる箇所等を確認し
、迅速な水防活動を行うため
に必要な情報を共有

・鶴岡市
R1.6.18(67名参加）
・三川町
R1.7.10（14名参加）
・酒田市
R1.7.10（22名参加）

【重要水防合同巡視】

▲地区長との巡視の様子

令和元年6月

●東北地方太平洋沖地震等の巨大地震や地球温暖化に伴う気象変化等、施設能力を超える自然現象により災害が発生する

恐れがあります。

●こうした災害発生時においても被害が最小限になるよう、国、自治体等、関係機関における相互の情報共有や支援体制の構

築を図りつつ、情報の共有や地域防災力の向上を図っています。

危機管理演習の様子（写真は図上訓練の実施状況）


